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青年部会 公開講演会

「テレビ界のうらおもて」

社司 達 人町 司法人 会 与豆諸会

ミ完係 :ェ dt時 弘 え

[L (r税務署ーるとーーした確問一刻

しくり とあいさつした江森氏は、少 し緊張しますねとつけ くわえ るJ

vプロフィール企

東京生まれ。 54歳。

早稲田大学国文科卒。

朝日新聞社会部記者、

デスク、週刊朝日副l誌
編集長を経て、現在F
朝日新聞編集委員。 t;l:.

著書 「伊藤素子=愛 養

の罪をつぐないますJ 4 

他多数。 券
会

会報前号と、法人会ニ ュースでお知らせし

た青年部会公開講演会は、 2月5日町田市民

ホールにおいて、定刻 6時半 より開催した。

当日は、 「講師が江森陽弘氏」と 言う事も

あってか、 一般を含む70名以上の参加が得ら

れた。

はじめに、町田税務署法人税第一部門によ るス

ライド上映。つづいて江森氏の登場を待った。

東京(自称-FIUT) 生 まれの54歳。 しかも若さと

、ボリューム。を持ち合せた江森氏は、 2時間以

上にわたる講演を見事にリードして参加者一同を

楽しませた。
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「講演要旨」

lハーモニカを使って

この日、会場へ来る前にTVの収錯に行 って来

た江森氏は、 「今日は、ハーモニカが上手く吹け

fこU と語った。

本来今の番組には、 「テレビのワイド ショーと

は何か」という話(テレビ論)をする為に出てい

るのだが、あるき っかけからハーモニカを吹くは

めにな ってしま った。「新聞記者が、テレビ に出て

ハーモニカなんて吹いてても良いものか。と思った

が、意外にも全国から沢山の手紙が項けると、自

分の下手なハーモニカでも人を感動させられるの

かu と思い嬉 しかった様だ。

それは、新聞記者にしても、テレビのキ ャスタ

ーにしても相手の気特ちを動かすと 言うのは大変

なことだからだ。それがどんな才寺ダネだろうと人

の気特ちはなかなか動かせない。それが、 ハーモ

ニカで動かしたとい うのは江森氏にとって、 別な

意味でショックだ、っ た。

|テレビ界のうらがわで

さて、 一方で今江森氏の出ている「新伍のお待

ちどうさま」は、タモリ氏の番組に迫りつつある。

先週の視聴率が10%。新伍さんが担当する l年

半前は 2%だったと 言うのだから大変な成長ぶ り

である。しかも、関西地方では既にトップに立ち

横山やすし氏が出る日には大坂で14%を越えてし

( 一|「取材の時もハーモニカを使って色々な事の立て|

前と本音を聞いていきたいりと語る 。 J

まうと 言う。

では、なぜ視聴率が上がったのかを考えてみた

い。それは、 、作りものかではないからだ。

テレビの大半l丸 、作りもの。だという事に気

が付いてもらいたい。今、大半の生番組 (ワイド

ショーとかの類)は全てや作りもの。である。そ

れらは何時間も掛けて打ち合せをし、各方面での

了解を得て、キャスターは台本に書いである事を

口にして如何にもその場で進行している様に見え

るが、 実は前から出来上がっているものをその場

で再生しているにすぎない。

ところが、 トーク番組などでは、打ち合せもな

ければ台本もない。そこにはテーマだけが用意さ

れ出演者の佃性によって料理されていく 。

そうした世界こそが新鮮で、あり面白いのではな

かろうか。どんなに感動する様な場面でも何回も

リハーサルをやっていくうちにそれは薄れてしま

い、やっている者を白けさせるのである。や

っている者が面白くないのに見ている者が面

白いわけはないと思うが、如f可だろうか。
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|テレビは、うそを伝える?

そうしているうちに、テレビの在り方の変貌が

見られる様になって来た。以前はテレビに出てい

る人が自分の言葉で話していると、それがその人

の意志の様に見受けられたがこれはどうであ ろう。

確かに、新聞などは記者の個人的な考えや、新

聞社の姿勢が、その紙面に反映 されるものだが、

実はテ レビ にしてもこのあたりは同ー様なのである。

それは、編集に よって実際に言っ ている人の意

見と、テレ ビで流れている話 しとでは違う時があ

り、例えばの話。 Iあの人はパカだったんです。

一二二二 恒星説明 一一一
最後に江森氏(ム ホ作りものかが如何にみ

にくいかと言う話をして講演にピリオドを打

っfこ。

上の写真に注目して頂きたい。 これは数年

前モーニングショーで上海に行った時二当人

を写したものであるが、江森氏日〈、 「ど一

見たってこれは新聞記者じゃなくって俳優で

しょう 。イ乍りものとは、こういうものて‘す叫

とのこと ...

あんな奴に編されてu というのが、 「あの人はパ

カだu という所だけで流されたんでは、 これは随

分違う話しになってしまう。

つま り、テレビの人々は、本当の事 を伝えよう

としているのだけれども、あまりにも面白くさせ

ようとして考えすぎてしまうため、焦点がずれて

しま ったり、新鮮さがなくなったりしてしまう。

その結果、伝えたいものが伝わらなかったり違

うものがf云わったりしていく。

|これからの視点

そういったものの中か ら江森氏は、 「本当の事

はちゃんと{云わっ ているのか」と自

問自答する様になった。

それは、世の中のことがらを伝え

るジャーナリズムの中にいる人間と

して、物事を伝えようとする難しさ

がそうさせているのであろう。それ

が、今出ている番組への原動力とな

った。

しかしなが ら、 世の中の全ては、

作り ものという感じがあるのも事実

なわけである以上その中から「真相

とは何か」と 言 う事を感じとっても

らいたい。

「人間(ニ ュースにしても )素朴 きが大切だと

思う ω
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(法人税解説シリーズ)

使用人兼務役員とされない役員も多いー…1

従業員賞与と同時支給も損金の要件一一J

14欝健主主特務態|
同族会社である A株式会社の役員の出

資割合は次の通りである。

-甲 48%

乙 20%

丙 5%

丁 0%

代表取締役

常務取締役(友人)

取締役営業部長(甲の長男)

取締役経理部長(甲の妻)

これ以外の株式27%は一般社員が保有しており、その保有割合はいずれも 5

%以下である。

A社では、前記の乙、丙および丁に対し使用人兼務役員の使用人分賞与を支

給したが、税務調査で次の通り乙および丁に支給した賞与は、役員賞与として

損金計上を否認きれた。

(支給額) (税務調査の結果)

乙

丙

丁

150万円

140万円

100万円

損金計上を否認

損金計上を是認

損金計上を否認

なお、 A社が支給した賞与のうち、使用人賞与の最高額は総務部長の 200万

円であった。

l急援議段段|
役員賞与は、その事業の経営に関する

役員の功績に対して支給きれる報奨金で

あり、本来は法人が獲得した利益の分配として支給きれる性格のものですから、
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法人税法上、損金として認められていません(法35①)。

ところが、役員に対する賞与はすべて損金と認められないとすると実情にそ

ぐわない面もでてきます。すなわち、役員とはいっても企業の経営に役員とし

て参画することより、一般の使用人と同様な日常業務に携わっている人が非常

に多いという実情を考えなければなりません。

そこで、法人税法では、使用人としての職務を有する役員(いわゆる使用人

兼務役員)の職務に対する賞与については、次の要件のすべてを満たす場合に

限り損金として認められることになっています(法35②⑤)。

(1) 工場長、部長、課長などの使用人としての職務を有する役員であること。

(2) 使用人と同一時期に支給していること。

(3) 決算において損金経理をしていること。

(4) 使用人分賞与として相当な金額であること。

この事例についてみますと、 A社では乙、丙および丁はそれぞれ役員になっ

ているが、役員としてよりも、むしろ使用人としての職務に従事きせていて、

その賞与の支給額も他の使用人に支給した賞与(最高 200万円)に比べ、不相

当に高いといえるものではないとして損金に計上したものと思われます。

しかし、役員が使用人としての職務を行っていても、社長、専務取締役、常

務取締役など代表権がある役員や監査役などは、この使用人兼務役員にはなら

ないとされています。

従って、乙は常務取締役ですから、乙に対する賞与は損金として認められま

せん。

次に、内(取締役営業部長)および丁(取締役経理部長)は、先に述べたよ

うな代表権を有していない平取締役ですが、 A社のような同族会社である場合

には、使用人兼務役員と認められないことがあります。

つまり、その役員が次の要件のすべてを満たす場合には、使用人兼務役員と

認められないことになります。

(1) その役員の属する株主グループが同族会社の判定グループとなっているこ

~ 6一
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と。

(注)判定グループとは、そのグループが第 3順位までに入る大株主グループ

であり、かつ、そのグループが入って初めて全株式の50%以上となる場合のそ

のグループをいいます。

(2) その役員の属する株主グループの持株割合が10%超であること。

(3) 本人(その配偶者およびこれら夫婦の持株割合が50%以上である他の会社

を含む)の持株割合が 5%超であること。

そこで、 A社の株主構成を考えると、甲、丙および丁の 3人は、同一株主グ

， ループであり、各人の持株割合を合計すると 53%になりますから、前述の(1)と

(2)の要件には該当することになります。

司・v

ところが、 (3)の要件については、内は持株割合が 5%であり、該当しません

から、使用人兼務役員になり、支給した賞与は損金として認められます。

しかし、丁についてみると丁自身は株主ではないけれども、 (3)の要件のカッ

コ書きで、その配偶者である代表取締役甲を含めて 5%超かどうかの判断を行

うこととされていますので、甲夫婦の持株割合の合計は48%であり、丁は(3)の

要件にも該当し、使用人兼務役員とはなりませんから、支給した賞与は煩金と

認められません。

なお、使用人兼務役員に該当するか否か、また、その賞与が損金となるか否

かの判定については、次ページのチェック表を参考にしてください。

|乙ふふムみ|①役員賞与のうち使用人兼務役員に

対するもので、他の使用人に対して支給・

する時期に支給するなど一定の要件を満たすものは損金になる。

② いわゆる専務、常務などという役員は使用人兼務役員にならないので、肩

書をつけることについては注意を要する。

③ 同族会社の中心株主の家族は使用人兼務役員とならないことが多いので、

次ページのチェック表で判定するとよい。

- 7 



使用人兼務役員賞与のチェック表

No 
平取締役であるか

Yes 

使用人として働いているか

Yes 

(注)

本人の株式持株割合が5%以下か

配偶者およびこれらの者の持株割合が50
%以上である関係会社が当社の株式を保

有している場合、その持株を含む

Ye:; No 

本人の所属する株主グループ

の持株割合が10%以下か

Yes 1 No 

本人の所属する株主グループ

が同族会社の判定グループか

No 
使用人と同時期に支給したか

! Yes 

No 
損金経理をしたか

Yes 

使用人分として適正額であるか

s
 

e
 

Y
 

TIE--

司，

損
金
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い

司..  

適 正 額 を オ ー パ ー

した金額は損金と

して認められない損金として認められる
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婦人部会研修会
部会長堤敏子

2月17日、マツヤマレディース官官4階でワイン

講習会を開催しましたところ、 27名という多数の

参加者があり大変盛大で、した。

ワイン講習会に先きだち、税務署の指導官によ

り「社長さんの気になる税金」のお話がありまし

た。時間の関係で一部のお話でしたが、次回にも

計画しお願いしたいと思っております。

続いてワインのお話にはいり、歴史、マナー、

エチケ ットなどについて勉強し、試飲会では、多

種のワインを賞味しました。常識的なことと思っ

ておりましたところ、意外に知らないことも多く

大変勉強になりました。このような催し物を多く

開きたいと思いますので、次の機会にもまた御参

加下さい。

御協力いただいた各講師の方、法人会の皆様、

ありがとうございました。

|源泉部会 研修会報告

昭和62年 1月26日午後 1時30分より、町田税務

署会議室において今年度 3回目の研修会を開催い

たしました。

先づ、渡部指導官より寄宿舎、金銭の無利息貸

付、福利厚生施設利用、レクリェーショ ン費用負

担など現物給与について課税きれないための留意

点の説明がありました。ついでお招きした安田生

命保険相互会社の佐久間俊治氏、松井隆司氏によ

る 「最近の年金 ・退職金を巡る諸情勢について」

と題しお話がありました。

「人生80年時代」というかつてない超高令化社

会を迎えるにあたって年金制度はだいじょうぶな

のだろうか。老後の安定した生活設計を図るため

にはどうしたらよいのか。これらの問題について、

「日本の将来人口推計」、 「公的年金 ・企業年金、

l部会報

ワインについて

..tf:::. 
仁3

ワンポイントアドバイス

女酒屋さんでは寝かせてーコルクを湿らせて

あるワインを買う おくため

女冷蔵庫の中に何日も においが移ってし

入れておかない まうため

女残ったら小さなビンに
二酸化を防ぐため

移して栓をする

~赤ワイン=室温で飲む (適度に空気にふれ

させる)

~ロゼ=冷やして飲む

~臼ワイ ン=甘口になるほどよく冷やして飲
む

各種共済制度の現況J '意識調査」等豊富な資料

を駆使して論じられました。

長寿社会のなかで安定した老後を過ごすために

これからは公的年金のみだけでは頼りにならず、

個人の可能な限りの自助努力と国民全体の相互扶

助が必要なことが大いに理解できま した。

なお当日会場において、 62年度以降の事業計画

の参考とするためアンケート調査を行いました。

その結果希望する研修項目として多かったのは

'62年度税法改正について」、「源泉所得税の税務調

査について」、「年金制度に関する問題」、「社会保険

と住民税」、「配当戸斤得の源泉徴収」などでした。

今後関係者と打ち合せて、有益な研修会を企画

していきたいと念願していますのでよろしくご協

力下さい。

- 9 一一



一一一一目白山町山日

昭和61年度

法人会共済制度連絡協議会

聞かれる

‘・

会活動の一環として会員のための厚生事業を

1.経営者大型総合保障制度

1.経営者退職年金制度

1.特定退職金共済制度

1.経営保全プラン

等の普及および加入促進を実施しています。

法人会では、

昭和62年 2月19日に聞かれた協議会において、受託会社との

連絡協調による制度内容の普及浸透化と、職員に対する顕彰制

度を考慮して、加入促進をはかることを協議しました。

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
与信、...... 、島信、...... 、...... 、...... 、s‘、...... 、...... 、...... 司k

従業員の退職金制度の充実に・.. . 

司-

従業員の福利厚生をはかつて勤労意欲をたかめ

人材を確保して事業の安定成長をは古色こtを目的tした制度です二

、

lニiのi制|度|の|すiぐ|れ|た|特|色|
合担当金1<1:1人月額20α刃向まで全額損金〈必要経費)処理できます。

合将来支払うべき多額の退職金を月々わずかの借金で計画的に準備できます。

貴働金1<1:1ロTαP円から20口20.α沼円まで加入できますっ

肯T年未満の退臓でも給{す金ガ受給されるので儲けI吉てに怠りません3

〈過去勤務期間通算制度〉楽新規加入事業所のみ適用されます。

|採Imlの|メ|リトパト|

*被共済者の過去勤務期間を通算することにより、さらに充実しだ退蟻金制度ガ確立できます。

*この取級い巳よる働金〈過去郵務船金)1<1:全額ガ演金まだは必要経費に計上できます。

取級会社

大同生倉保隣相互会社

お問い合わせはー

(財)東法適特定週鴎盆共清会

横浜支社厚木営業部町国営業所

干 194 町田市中町2~2~5

電話(0427)22~5756
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「これからの健康と

昭和61年 10月22日、

東京国税局管内法人会

役職員合同研修会より

聖マリアンナ医科大学の中村丁次先生(同大学

栄養室長)は、これからの健康管理は食生活から

始まると言っている。昔は体の調子が悪いと言つ

ては医者に行き、抱えきれない程の薬をもらって

帰ったものだが、中村先生の場合は主に相談 カ

，ウンセ ル ング によってその患者の食生活を改善

するもので薬を使わないと言う特長がある。

医者のくせに薬も使わないで患者を見るとはと

んでもない奴だと思う人もいるかもしれないが、

そういう事を言っていると長生き出来ない。

先生日く、 「なぜ薬にたよるのか。食事をあま

り軽く見てはならない。人は 1日に 2kgもの食物

を摂取しているのです。だから健康が崩れると言

うのは毎日の食生活に何か無理があるからなのだ叫

と語った。ちなみに先生の診断(相談)を受ける

には、約半年先の予約が必要だとのこと、その実

績というものも既に証明済みという事でしょうか。

続いて、予防医学の話があった。予防医学という

分野の発展からずい分様変りしている現在ですが、

予防医学と言うと死亡三大原因の撲滅と言うのが

有ります。これはWHO (世界保健機構)が提唱

' した西暦二千年までに「ガン」、「心臓病」、「脳卒中」

を無くそうと言うもので、今その研究が盛んに進

められているそうです。

その中で、 GNPが上昇すると心臓病が多くな

るという話があり、その代表的な国が米国です。

ところが近年日本のGNPが上がってきても、心

臓病が増えないのはなぜだろうかと思った米国人

は、日本の食事形態が心臓病を起きないのだと考

え、高丘の日本食ブームが起ったと言うわけです。

もっとも日本にも脳卒中という死亡率の高い病

気があるわけで(今では、ガンが一位になりまし

たが)本当の意味で現在の日本食がイコール健康

食とは言えないわけです。

食生活」

とりあえず、バランスを考え何んでも食べるこ

とですが、塩分はひかえ目に、あまり食べすぎな

い様にするのが一番かと思います。

それから最後に、先生がよく使う健康法で、「亭

主(奥さんでも可)を早死させる法10ヶ条という

ものを紹介します。

亭主を早死させる法

|10ヶ条

第 1条。太らせる。

説明するまでもないが、標準より 20%以上の肥

満症は長生きには危険信号である。

第2条。座らせる(運動不足にさせる)。

長生きするためには、 1日l回は運動により汗

をかく習慣をもつことが必要である。

第3条。酒を飲ませる。甘いものを食べさせる。

晩酌は、日本酒で 1-2合、ウイスキーで100-

200c.c.、ビールで1-2本のうちどれか一つが限界。

ただし、どれを飲んでも中味はエチルアルコー

ルだから変りはないので、好きなものをどうぞ。

第4条。塩辛いものを食べさせる。

本来塩分はさほど必要なものではない。

11一



第5条。動物性指肪を食べさせる。

動脈硬化の原因となり、コレステロールが高く

なる。これと反対に、コレステロールを下げる食

べ物は、①植物性の油、②きのこ類、③海藻類、

④大豆と大豆製品(なっとうはダメ)⑤野菜類

全般である。

第6条。コーヒーをがぶがぶ飲ませる。

1日5杯以上(砂糖をたっぷり入れる)で、心

筋梗塞での死亡率が2.5割増えると言う。

第7条。タバコをすすめる。

はっきり言って、肥満者がタバコを吸うという

のは、自殺行為である。

第8条。夜ふかしをさせる。

普通人聞は、午後11時から翌日の午前 2時頃ま

での聞が一番深く眠ると言われています。

第9条。始終文句を言っていじめる。

第10条。旅行に行かせない(第9.10条は、いらい

らさせるという事)。

ストレスの原因の 8害IJは人間関係である。だか

ら、その原因と成っている人物と旅行なんかに

行くともう立ち直れなくなる危険が高いので気

を付ける様に。

なにやら少し物騒な話しですが、あくまで

も健康法なので、みなさんがこの10ヶ条を活用

する時は、慎重にご検討下さい。

待つことを嫌いな動物 ‘' 

人聞は「待たせる」ことは苦にならないが、 「待

つ」ことは非常に不愉快に感ずる動物であるとい

う。私はいろいろな会合に出席してきたが、定刻

に全員集まって開会されたことは殆どない。中に

はきまって何分か遅れてくる人がいる。時間にル

ーズなのか、あとからくるのが偉いというように

錯覚しているのだろう。こういう人に限ってとか

く約束を守らない。故人になられたが講談社の社

長野間省ーさんは、初めてのところを訪問すると

12 

元全法連・東法連会長

金原四郎

きは、前もって自動車の運転手に所要時間を調べ

させて、交通渋滞や地理不案内などのために、約

束の時間に遅れないように心掛けられたという。

自分が多忙であればなおさら相手の時間も大切に

しなければならない。

日本マクドナルドの社長は「注文して客の待つ

時間は32秒。 10分以上待たせたら不合格」とその

商売の秘訣をいっているが、食堂、レストランな

ど食事にかかわる商売では、客を待たせることは

庖の盛衰につながりかねない。私

はせっかちだから待つことは大嫌 ' 

いである。待たせるようなところ

は何商売でも敬遠し、時間にルー

ズな人は信用しないことにしてい

る。その代り人を待たせることは

まずない。限られた80年の人生の

中の時間である。自分の時間も他

人の時間も大切にしたいものであ

る。



酔 税務職員募集

l税務職員になるためには

試 寄食 国家公務員採用皿種試験 (税務)

高校卒業程度

受験資格

申込時期

18歳から20歳まで(来年の 4月1日現在)

7月上旬

採用されますと、

O 税務大学校に入校し、東京大

学教授等一流のス タッフによる

一年間の充実した研修が行われ

ます。 (研修期間中 も給与が支

給さ れます。)

詳しくは、最寄 りの税務署又は東京国税局人事

第二課試験係へおたずねください。

東京国税局

O 税務大学校卒業後は、勤務し

ながら 、多 くの人が大:学II音rsへ
通学 しています。

電話 03-2]6-6811内線2059・2060

"".'''，・"，"".，....'"‘・・・1・'''.，...，・"‘..."""'"・・'''.，...''''110''・B・ι，.，.，，"'1.，.，'"白.""""，.."""1，，.，・'''1‘:

編 集後記

本年度最後の会報をお届けします。

今回の税制改正では、 法人税の税率引下げはほ

ぼ確定的と 思います。しかし、今話題の多い「売

上税」については問題点も 多く 、国民生活や中小

企業経営に及ぼす影響の広範囲 さ、重大性を考え

ると、この法案については国民のコンセンサスが

得られる よう国会において十分鮪義が行われると

思います。

(昭和62:fr2月)

担

全法連にお きましで も2月4日、売上税問題に

今後どの ように対応してい くか検討さ れ、その結

果東法連としては、新税特別委員会と税制小委員

の合同会議をもち具体的に結論を t~1すこととなり

ました。

院証IDW::ffA亙霊童ヨ

臨五【g，匝~霊霊童ヨ
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新会員のご紹介

業 種

(62年 1、2月分)

電話j去人名 代表者名 所在地

(布円

(布舟

之

写

舞

(布タイドデザ イン

(杓扶洋エステティック 1

(却原 間鳥 電

館|大塚洋一

真|木村晋ー

片山敏一

青木 l 
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リ国
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U
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u
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1

1

1

玉

森

F

F

F

F

東

金

F

F

F

F

忠

輝

郎

男

仁

子

良

信

一

利

忠

だ

順

さ

鍋

山

木

本

木

間

真

下

士

円

松

鈴

計

チ

応

型

応

業

イ・

設

工

i

抜

務

、

高

n

I

築

ン

ダ

工

i

F

U

二

建

7

l

チ

本

ム

関

エ

下

マ

松

不

備

附

鞠

嗣

嗣

嗣

エコーキャノンピーエム附

(布竹内電 機

(郁横 111 商 応

胸倉持ハウジング工業

鞠国際エンタープライズ

(却アイエムエヌジャパン

(布 き め た 商事

情7亜 細亜防災

児玉i原太郎

竹内敏博

横川定次

合持小三郎

j度澄 躍

1/'，% 範幸

木日間文子

，1;-111 則幸

っくし野1-28-36

r~îつくし野2-1-12

鶴tilJ114

I&i頼2-26-21

l何!削頼1-2-1

げ 1-2-1
!ID~ 市]ノ、イヅ 1-1201

成i頼ヶ丘2-9-5

金井IIIT3133

(布町 IH 会 館|金子仙太郎|野津川町115

鮒テ ッ ク|坪井一博|大蔵11IT352

備)柏

網アポロビジネスシステムズ

(布i酉舗まさるや

側ユニコーン

(布テニスノぐークフェロウズ

(旬横 栄

嗣微 工

(制根 岸

業

測

事

産

計

商

木 柏木由美子

計城 主章勇

l幸l部松男

矢沢直樹

1/ 3000-1 

1/ 3162-25 

鶴JrI6-7-2-102

三輪町246-9

石川洋一郎|能ヶ芥町1510

横川健次郎|忠生1-29-19

山HI 秀行1/ 3-13-32 

守屋義一|根岸町140-5

嗣パ ン の 木|山崎弘志

欄青木コーポレーション|青木 貞治|キ日原町1232

1/ 1667-3 

(郁7 ナべ文具 | 真 鍋 清 賓 | 小IIrlllT2608
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飲食応

一般写真の製作販売

工業デザイン
建築モデル写真

美顔器具、化粧品の販売

家電製品販売

建築設計と付髄業務

建築設計、飲食業

飲食)，Ii

パ yキン、紙器用抜型

建築業

鉄筋1:事のガス圧接

キャノン OA機器販売
とサービス

家電製品販売

il"i重Ji、，淵IIA;:平4
11 111争ff1'(等販売

建設業

英会話センタ一、
コンサルティング

美守卒業

不動jfn

消防設備保守

貸斎場業

機械，没，i十及び
設計1'iの派遣

不動1訟の賃貸借及ぴ管瑚

コンビューターソフト
、ード、開発、設計

酒類'J、売業

不動，rr.業
スポーツ施設の経営

テニススクールの
合同、作.flH、経常

ビデオテープ却

応力百十iUlJ

宅地建物取引業

不動産の賃貸、管理

パン製造、販売

小売業

26-7657 

29-4991 

22 -2521 

25-7352 

26-0486 

28-1641 

23-9876 

28-0300 

22-4553 

96-7183 

96-8162 

96-6708 

96-9181 

95-1064 

26-7473 

23 -8221 

23-0769 

96-5191 

27-6591 

35-6233 

34-1073 

35-0800 

34-0327 

35 -5141 

‘' 

‘' 
044 
988-9311 

34-2227 

92-1983 

91-2451 

91-0353 

72-3781 

74-7858 

97-0057 


